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エチゾラムおよびゾピクロンの向精神薬指定に伴う
投薬量の制限について 事例❶　 医 科 保
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　本事例については、エチゾラム（デパス錠0.5mg）が1処方につき60日分投薬されていますが、平成28年10月13日
付け厚生労働省通知保医発1013第1号において、「エチゾラム及びゾピクロンについて、平成28年11月１日より、掲
示事項等告示第10第2号（2）イに規定する投薬量が30日分を限度とされる内服薬として定めたもの」と記載されて
いることから、30日分が限度となりますのでご留意ください。

　エチゾラム（デパス錠等）およびゾピクロン（アモバン錠等）については、平成28年10月14日から向精神薬に指定され
たことに伴い、同年10月13日付け厚生労働省告示第365号をもって、同年11月1日より投薬量が30日分を限度とされる内
服薬として定められています。
　また、その概要については、平成28年10月13日付け厚生労働省通知保医発1013第1号「療担規則及び薬担規則並び
に療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正について」に記載されています。

【告示　平成28年10月13日付け厚生労働省告示第365号】

【告示　平成18年3月6日付け厚生労働省告示第107号】

【通知　平成28年10月13日付け厚生労働省通知保医発1013第1号】

　（略）療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七
号）の一部を次のように改正し、平成二十八年十月十四日から適用する。ただし、第二の規定は、平成二十八年十一月一日から
適用する。
　第一　（略）
　第二　療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を次のように改正する。

第十第二号（一）ロ中（略）
第十第二号（二）イ中「エスタゾラム」の下に「、エチゾラム」を、「ジヒドロコデインリン酸塩」 の下に「、ゾピクロン」
を加える。

※平成28年10月13日付け厚生労働省告示第365号による改正後
　第十　厚生労働大臣が定める注射薬等
　　一　（略）
　　二　投薬期間に上限が設けられている医薬品
　　　（一）（略）
　　　（二）療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第

二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注
射薬

　　　　　イ　内服薬
　　　　　　　アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、（略）、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、

ゾルピデム酒石酸塩、（略）
　　　　　ロ　外用薬
　　　　　　　（略）
　　　　　ハ　注射薬
　　　　　　　（略）
　　　（三）（略）

　１　改正の概要について
　　（2）エチゾラム及びゾピクロンについて、平成28年11月１日より、掲示事項等告示第10第2号（2）イに規定する投薬量が30日

分を限度とされる内服薬として定めたものであること。
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